
函館市水道料金徴収事務処理要領 

 

(平成１４年４月１日施行) 

 沿革 平成１４年１１月２８日改正 

    平成１９年１０月 １日改正 

平成２０年 ３月 １日改正 

平成２３年 ４月 １日改正 

平成２３年１０月 １日改正 

令和 ４年 ６月 １日改正 

 

 （目的） 

第１条 この要領は，水道料金の徴収業務の執行に関し，函館市水道事 

業給水条例（昭和３４年函館市条例第３号。以下「条例」という。），

函館市水道事業給水条例施行規程（昭和３８年函館市水道局規程第４ 

号）および函館市企業局会計規程（平成２３年函館市企業局規程第31

号。以下「会計規程」という。）の定めによるほか，必要な事項を定 

めることを目的とする。 

 （検針の実施方法） 

第２条 条例第２９条本文の規定による水道メーター（以下「メーター」 

という。）の隔月検針は，別表１に掲げる地域区分毎に定める検針月 

の検針期間に実施するものとする。 

２ 条例第２９条ただし書きによるメーターの毎月検針（以下「毎月検 

針」という。）は，別表１に掲げる地域区分毎に定める検針期間に実 

施するものとする。 

３ やむを得ない事情により前２項に定める検針日に検針できない場合

は，当該月の他の日に実施することができるものとする。 

 （毎月検針） 

第３条 前条第２項の毎月検針は，１か月の使用水量が概ね1000㎥以上 

の使用者に対して行うものとする。 

 （検針の報告） 

第４条 第２条各項の規定による検針は，ハンディターミナルにメータ

ーの指針を記録して行うものとする。この場合，水道の使用者（以下

「使用者」という。）の転出入など使用者に関する情報については，

別途記録するものとする。 

 （水道料金の計算） 

第５条 水道料金の計算は，ハンディターミナルの検針記録を電子計算



機に読みとらせ，水道料金計算処理業務を受託する業者の電子計算機

へデーター転送して行うものとする。 

 （水道料金の調定） 

第６条 水道料金の調定は，別表１に掲げる地域区分毎に，毎月検針に 

おいては検針した月に，隔月検針においては検針した月の翌月に行う 

ものとする。 

 （水道料金の収納） 

第７条 水道料金は使用者が，次に掲げるいずれかの方法により納付す

るものとする。ただし，やむを得ない事情がある場合は集金による納

付とすることができるものとする。 

(1) 直接納付 企業局，出納取扱金融機関等（会計規程第３条に規定 

する金融機関をいう。以下同じ。）および収納事務受託

者（会計規程第１９条に規定する受託者をいう。以下同

じ。）への払い込み 

(2) 口座振替 使用者または使用者の指定する者が出納取扱金融機関

等に有する預金口座からの振替による納付 

 （水道料金の通知） 

第８条 水道料金納入の通知は，直接納付にあっては納入通知書の使用

者への発送により行い，口座振替による納付にあっては電磁的記録媒

体または口座振替一覧表を出納取扱金融機関等へ送付することにより

行うものとする。 

 （水道料金の納入期限） 

第９条 直接納付における納入期限は，納入通知書を発送した日（以下

「発送日」という。）の翌月の応答日（発送日の翌月に応答日がない

場合は，当該月の末日とする。）とする。 

２ 口座振替による納付における納入期限は，次条第１項に定める振替

日とする。 

 （口座振替の時期） 

第10条 口座振替は，調定月の翌月の２６日（金融機関の休日に当たる 

ときは，翌営業日）に行うものとする。 

２ 前項の振替日（以下「当初振替日」という。）に振替ができなかっ

たものについては，当初振替日の翌月の２６日（金融機関の休日に当

たるときは，翌営業日）に再度振替（以下「再振替」という。）を行

うものとする。 

３ 再振替を行う場合，使用者に対して再振替を行う日の１０日前まで

に口座再振替のお知らせ（別記第１号様式）を発送するものとする。 



 （納付の督促） 

第11条 納入期限の当月２６日までに納付しないまたは当初振替日に振

替ができなかった使用者に対しては，当該日から２０日以内に督促状

（直接納付にあっては別記第２号様式，口座振替による納付にあって

は別記第１号様式）を発送するものとする。ただし，督促状を発送す

るまでに納入が確認できたものについては，この限りでない。 

２ 督促状における納期は，直接納付にあっては督促状を発送した日か

ら１０日間，口座振替による納付にあっては再振替日とする。 

 （給水停止の予告および納付の催告） 

第12条 督促状に定める納期の末日（以下「納期限」という。）までに

納付しない使用者のうち，水道使用中の者には給水停止予告通知書                               

（別記第３号様式）を，市外転出者および使用中止者等には催告書                                

 （別記第４号様式）を納期限から２０日以内に発送するものとする。 

ただし，給水停止予告通知書および催告書（以下「給水停止予告通

知書等」という。）を発送するまでに納入が確認できたものについて

は，この限りでない。 

２ 給水停止予告通知書等における納期は，給水停止予告通知書等を発

送した日から７日間とする。 

 （給水停止） 

第13条 給水停止予告通知書に定める納期限までに納付しない使用者に

対しては，函館市公営企業管理者が別に定める「給水停止実施指針」

の規定に基づき水道の給水を停止するものとする。 

 （標準事務処理） 

第14条 この要領による事務処理の標準的日程は別表２のとおりとする。 

 （委任） 

第15条 この要領の施行について必要な事項は，管理部長が別に定める。 

 （この要領の準用） 

第16条 この要領（第１条から第４条および第１３条を除く。）は，函 

館市下水道条例（昭和４９年函館市条例第５号）の規定に基づき徴収 

する下水道使用料の徴収事務に準用する。この場合，「水道料金」と

あるのは「下水道使用料」と，「給水停止の予告および納付の催告」

とあるのは「納付の催告」と，「水道使用中の者」とあるのは「下水

道使用中の者」と，「給水停止予告通知書（別記第３号様式）」とあ

るのは「催告書（別記第３号様式）」と，「市外転出者および使用中

止者等」とあるのは「下水道のみ使用中の者，市外転出者および使用

休止者等」と，「給水停止予告通知書および催告書」および「給水停



止予告通知書等」とあるのは「催告書」と読み替えるものとする。 

   附 則 

１ この要領は，平成１４年４月１日から施行する。 

２ この要領の施行の前に，１か月の使用水量が第３条に定める水量未

満で，条例第２９条ただし書きの規定の適用を受けている使用者につ

いては，当分の間従前の例によるものとする。 

３ 平成１３年１２月末日までに調定した水道料金の第１０条の規定の

適用については，「再振替」とあるのは「再々振替」と読み替えるも

のとする。 

   附 則 

１ この要領は，平成１４年１２月１日から施行する。 

２ この要領の施行日前の検針月にかかる事務処理については，なお従

前の例による。 

   附 則 

１ この要領は，平成１９年１０月１日から施行する。 

２ この要領の施行日前の督促にかかる事務処理については，なお従前

の例による。 

   附 則 

１ この要領は，平成２０年３月１日から施行する。 

２ この要領の施行日前の督促にかかる給水停止の予告については，な 

 お従前の例による。 

   附 則 

 この要領は，平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要領は，平成２３年１０月１日から施行する。 

２ この要領の施行日前の督促にかかる事務処理については，なお従前

の例による。 

 附 則 

 この要領は，令和４年６月１日から施行する。 

 



別記第１号様式（第 10条第３項，第 11条第１項関係）その１（督促） 

 

別記第１号様式（第 10条第３項，第 11条第１項関係）その２（督促以外） 

 



別記第２号様式（第 10条第３項関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第３号様式（第 12条第１項関係）その１（口座以外） 

 

別記第３号様式（第 12条第１項関係）その２（口座） 

 



別記第４号様式（第 12条第１項関係）その１（口座以外） 

 

別記第４号様式（第 12条第１項関係）その２（口座） 

 



 

別表１（第２条関係） 

給水装置の検針ブロック別日程表 
 

検針期間 ブロック 
検針種別 

（検針月） 
地 域 区 分（町 名） ブロック 

検針種別 

（検針月） 
地 域 区 分（町 名） 

１～４日 １ 

隔月検針 

（偶数月） 

 

毎月検針 

（毎月） 

元町 

青柳町 

谷地頭町 

住吉町 

宝来町 

東川町 

大手町 

東雲町 

大森町 

宇賀浦町 

富岡町１丁目 

富岡町３丁目 

陣川町 

陣川１丁目 

陣川２丁目 

小安町 

釜谷町 

汐首町 

日浦町 

豊浦町 

大澗町 

中浜町 

川上町 

女那川町 

恵山岬町 

元村町 

富浦町 

島泊町 

新八幡町 

新恵山町 

 

６ 

隔月検針 

（奇数月） 

 

毎月検針 

（毎月） 

入舟町 

船見町 

弥生町 

弁天町 

大町 

末広町 

豊川町 

栄町 

旭町 

松風町 

若松町 

富岡町２丁目 

中道２丁目 

瀬田来町 

弁才町 

泊町 

館町 

浜町 

新二見町 

原木町 

高岱町 

日ノ浜町 

古武井町 

恵山町 

柏野町 

御崎町 

新浜町 

絵紙山町 

銚子町 

７～ 

 １０日 
２ 

上新川町 

海岸町 

大縄町 

松川町 

亀田町 

大川町 

八幡町 

千代台町 

東山町 

神山町 

神山１丁目 

神山２丁目 

赤川１丁目 

美原１丁目 

美原２丁目 

 

  

７ 

千歳町 

新川町 

万代町 

浅野町 

吉川町 

北浜町 

追分町 

港町１丁目 

港町２丁目 

港町３丁目 

白鳥町 

宮前町 

七重浜１丁目 

中道１丁目 

本通１丁目 

本通２丁目 

本通３丁目 

 

 

１３～ 

１６日 
３ 

中島町 

堀川町 

高盛町 

日乃出町 

的場町 

人見町 

金堀町 

乃木町 

神山３丁目 

美原３丁目 

美原４丁目 

美原５丁目 

 

  

８ 

田家町 

杉並町 

本町 

梁川町 

五稜郭町 

柳町 

川原町 

花園町 

本通４丁目 

山の手２丁目 

山の手３丁目 

鍛治１丁目 

  

１９～ 

２２日 
４ 

時任町 

松陰町 

柏木町 

湯川町１丁目 

駒場町 

広野町 

湯浜町 

亀田中野町 

北美原１丁目 

北美原２丁目 

北美原３丁目 

赤川町 

昭和町 

昭和１丁目 

昭和２丁目 

石川町 

  

９ 

湯川町３丁目 

深堀町 

日吉町１丁目 

日吉町２丁目 

日吉町３丁目 

日吉町４丁目 

山の手１丁目 

鍛治２丁目 

東山１丁目 

東山２丁目 

東山３丁目 

西桔梗町 

  

２５～ 

２８日 
５ 

湯川町２丁目 

西旭岡町２丁目 

西旭岡町３丁目 

根崎町 

高松町 

志海苔町 

瀬戸川町 

鱒川町 

昭和３丁目 

昭和４丁目 

亀田港町 

川汲町 

安浦町 

臼尻町 

豊崎町 

大船町 

双見町 

岩戸町 

鹿部町大岩 

  

１０ 

戸倉町 

上野町 

高丘町 

榎本町 

滝沢町 

見晴町 

鈴蘭丘町 

上湯川町 

西旭岡町１丁目 

旭岡町 

銅山町 

赤坂町 

銭亀町 

新湊町 

石倉町 

古川町 

豊原町 

石崎町 

鶴野町 

白石町 

亀尾町 

庵原町 

米原町 

東畑町 

中野町 

鉄山町 

蛾眉野町 

桔梗町 

桔梗１丁目 

桔梗２丁目 

桔梗３丁目 

桔梗４丁目 

桔梗５丁目 

亀田本町 

古部町 

木直町 

尾札部町 

 
※１月の１・６ブロックについては，４日からの検針開始となる。 
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別表２　（第１４条関係）

水道料金徴収事務の標準的処理日程

経過月日 検針月 調定月
２か月後 ３か月後

検
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